別紙様式１
令和　　年　　月　　日　

岩手県県北広域振興局長　米内　靖士　様

住所
名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

一般競争入札参加申請書
先に公告された「種市漁港海岸ほか陸閘（機械設備）保守点検業務委託」の一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて提出します。

なお、下記要件については、事実と相違ないことを誓約します。
記

１　地方自治法施行令第167条の４の規定に該当の有無
【　該当する　・　該当しない　】
２　入札書の提出日現在において、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていることへの該当の有無
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　該当する　・　該当しない　】
３　岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1ヶ月に満たないことへの該当の有無
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　【　該当する　・　該当しない　】
４　会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続開始の申立てをしている者への該当の有無
【　該当する　・　該当しない　】
５　破産法第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申し立てをなされている者、旧和議法第12条の規定による和議開始の申立てをされている者への該当の有無
【　該当する　・　該当しない　】
６　役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者への該当の有無
【　該当する　・　該当しない　】
７　平成23年４月以降に、元請けとして国又は地方公共団体の各機関が発注した、水門又は陸閘の機械設備に関する保守点検業務又はこれに類する業務、若しくは水門又は陸閘の機械設備に関する工事を実施した実績の有無
【　有　・　無　】
　〔有の場合、その業務内容を以下に記載するととともに、当該業務の契約書の写しを添付すること〕

暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことの誓約書
　令和　年　月　日　
　岩手県県北広域振興局長　米内　靖士　様
住所
名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　私は、岩手県が岩手県暴力団排除条例（平成23年岩手県条例第35号。以下「条例」という。）に基づき、物品の購入等の発注により暴力団を利することとならないよう、暴力団、暴力団員及びこれらの者と密接な関係を有する者を排除していることについて、別紙参照の記載事項を読み了解した上で、下記事項について誓約します。
記

１　条例第２条第２号に規定する暴力団、同上第３号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者のいずれにも該当しません。
２　本誓約書１の該当の有無を確認するため、本誓約書、その他の書類の全部又は一部（書類の記載内容の抜粋を含む。）を岩手県警察本部に提供することを同意します。
３　岩手県警察本部からの通知又は岩手県からの照会に対する岩手県警察本部からの回答により、本誓約書１に該当することが確認された場合、排除措置に従います。
役員等一覧
	役職
	氏名
	氏名のカナ
	性別
	生年月日
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　注１　この表には、次に該当する者について記載すること。
　　(1) 法人にあっては、登記事項証明書に記載の全役員等（監査役等を含む。）
　　(2)　個人にあっては、その者

　注２　記載された個人情報は、岩手県警察本部に暴力団等の照会を行う目的のみに使用しそれ以外の目的には使用しません。
　注３　記入欄が不足する場合は、「役職等一覧（続き）」へ記載すること。
（別紙）
－　参　照　－
１　暴力団
　　その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
２　暴力団員
　　暴力団の構成員をいう。
３　これらの者と密接な関係を有する者
　　暴力団又は暴力団員であることを知りながら次に掲げる行為を行った者をいう。
　(1) 暴力団員を役員等経営幹部とすること、その他暴力団又は暴力団員を経営に関与させている者
　(2) 暴力団員を雇用している者
　(3) 暴力団又は暴力団員を代理人、受託者等として使用している者
　(4) 暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与える者
　(5) 暴力団又は暴力団員を問題解決等のために利用する者
　(6) 暴力団又は暴力団員と密接な交際をする者
　(7) 暴力団又は暴力団員であること又は(1)から(6)までのいずれかの行為を行う者であると知りながら、その者に下請等をさせる者

※　岩手県暴力団排除条例（平成23年岩手県条例第35号）抜粋
（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(１)　［略］
(２)　暴力団　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

(３)　暴力団員　法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

(４)～(６)　［略］
（県の事務における措置）

第６条　県は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第２条第２項に規定する公共工事の発注、物品の購入その他の県の事務（以下「公共工事の発注等」という。）により暴力団を利することとならないよう、公共工事の発注等から暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を排除するため必要な措置を講ずるものとする。

２　県は、公共工事の発注等に関し書面による契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が、当該契約の履行に当たり締結する契約の相手方から暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を排除するため必要な措置を講じなければならない旨の規定を定めるものとする。
※　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）抜粋

（定義）

第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

１　［略］
２　暴力団　その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

３～５　［略］
６　暴力団員　暴力団の構成員をいう。

７及び８　［略］
役員等一覧（続き）
住所
名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
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　注１　この表には、次に該当する者について記載すること。
　　(1) 法人にあっては、登記事項証明書に記載の全役員等（監査役等を含む。）
　　(2)　個人にあっては、その者

　注２　記載された個人情報は、岩手県警察本部に暴力団等の照会を行う目的のみに使用しそれ以外の目的には使用しません。
　注３　記入欄が不足する場合は、「役職等一覧（続き）」へ記載すること。
